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第１章 未来を担う子どもを育み、育ちあう人のまち 

   

第１節 子育て支援の充実 

  

１．施策の方向性 

子どもを安心して生み育て、健やかに子どもが成長できる環境を整えるため、

健診や相談の充実、親子のふれあいや学習の場の提供、地域・市民による子育

て支援体制の充実に取り組みます。また、保育所や放課後児童クラブの整備に

より、仕事と家庭の両立を支援します。 

 また、発達の遅れや障がいのある子どもの将来の生活適応能力の向上や障が

いなどの軽減を目指して、発育・発達支援の充実に努めます。 

 

２.現状と課題 

①一人ひとりの子どもが、健やかに成長していける社会を目指して、富士見

市子ども・子育て支援事業計画に沿った施策を推進しています。 

 

②本市の合計特殊出生率（１人の女性が一生の間に産む子どもの人数を表す

比率）は、平成 23 年 1.28 人(県 1.28 人)から平成 26 年の 1.35 人(県 1.31

人)と増加したものの、全国的な傾向と同様、依然低い数値となっているこ

とから、少子化対策の充実が求められています。 

 

③雇用をはじめとした厳しい社会情勢のもと、子育て家庭に対して医療費助

成などの経済的支援に努めています。 

 

④核家族化や女性の社会進出、就業形態の多様化に伴い、仕事と子育てが両

立できるよう、保育環境の整備など多様な子育て支援策の充実が求められ

ています。 

 

⑤市内には、2 つの産科病院があります。また、平成 28 年度には、市内の病

院が増床し、小児の入院、緊急患者の受け入れ体制が拡充されました。 

 

⑥保育所整備については、認可保育所などの新設により、15 施設・定員 1,330

人(平成 25 年度)から 26 施設・定員 1,806 人（平成 28 年度）と拡大しまし

た。また、保育士は国の基準を上回る配置をしています。さらに、私立保

育園・認定こども園などが行う一時預かり事業、休日保育事業、病児・病

後児保育事業など、多様化する保育ニーズに取り組んでいます。しかしな

がら、今後も入所希望者の増加が見込まれることから、待機児童の解消に

向けた取り組みが必要です。 
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⑦放課後児童クラブについては、16 クラブ・定員 830 人（平成 25 年度）から

21 クラブ・定員 1,022 人(平成 28 年度)に増やし、施設環境の充実に努めて

います。また、放課後児童支援員は国の基準を上回る配置をしています。 

 

⑧子育ての不安や負担感による子育て家庭の孤立を防ぐため、子育て支援セ

ンター機能やネットワークの強化に努めています。また、子育てに関する

情報提供の充実を図る必要があります。 

 

⑨児童虐待の増加に対して、早期に適切な対応を図ることができるよう、組

織的に取り組み、関係機関と連携しながら対応策の強化に努めています。 

 

⑩発達に遅れのある子どもに対し、乳幼児健診などによる発育・発達の相談、

みずほ学園での療育や、保育所での保育、小・中・特別支援学校での特別

支援教育、卒業後の進路指導まで一連の体制を整えています。 

 

⑪発達障がいに関する相談が増えていることから、関係機関との連携強化に

取り組んでいます。 

 

⑫全ての子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会を構築するため、

子どもの貧困対策を推進し、貧困の連鎖に歯止めをかけることが必要です。 
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３.施策の体系図 

 
 

 

(1)子ども・子育て支援の総合的な推進  

(2)子育て家庭への経済的支援      

(3)ひとり親家庭への自立支援     

(4)地域との連携による子育て支援の充実    

(5)保育環境の充実           

(6)放課後児童の健全育成        

(7)子育て親子の健康支援        

子育て支援の充実 

(8)児童相談の充実           

(9)子どもの貧困対策の総合的な推進           
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４.施策の内容 

 

（１）子ども・子育て支援の総合的な推進 

（子育て支援課、保育課、健康増進センター） 

 

①富士見市子ども・子育て支援事業計画に基づき、幼児期の学校教育・保

育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進します。 

 

②妊娠・出産から子育てまで切れ目のない支援を行うため、子育て世代包括

支援センターの設置や情報発信の充実に取り組みます。また、不妊治療の

助成や相談支援体制の強化に取り組みます。 

 

主な取り組み 

・富士見市子ども・子育て支援事業計画の推進 

・子育て世代包括支援センターの設置 

・モバイルサイトによる情報発信の充実 

 

  指 標 

項 目 
市民意識調査 子育て支援環境の充実（中学生以下の子ども

を持つ方の満足度） 

現状値 58.9％（平成 27 年度） 

目標値 71.0％（平成 32 年度） 

 

項 目 合計特殊出生率 

現状値 1.35（平成 26 年） 

目標値 1.41（平成 32 年） 

  

項 目 モバイルサイト登録件数 

現状値 ―   （平成 27 年度） 

目標値 2,500 件 （平成 32 年度） 
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（２）子育て家庭への経済的支援（子育て支援課、保育課） 

 

①こども医療費や各種手当の助成のほか多子世帯の保育料軽減などにより、

子育て家庭への経済的支援に努めます。 

 

 主な取り組み 

・こども医療費の助成 

・児童手当の支給 

・幼稚園等就園奨励費補助金の支給 

・多子世帯の保育料軽減 

 

 

（３）ひとり親家庭への自立支援（子育て支援課、保育課） 

 

①生活面・経済面の援助や就労支援などの取り組みを通して自立促進を図

ります。 

 

 主な取り組み 

・相談支援の実施 

・児童扶養手当の支給 

・ひとり親家庭等医療費の助成 

・高等職業訓練促進給付金などの就労支援 

・未婚のひとり親に対する「みなし寡婦(夫)適用」による保育料などの

軽減 
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（４）地域との連携による子育て支援の充実（保育課） 

 

①子育て支援センターを中心として、子育て支援団体や子育てサークル、

関係機関などとのネットワークを強化し、地域ぐるみで子育て支援を進

めます。 

 

②子育て支援センター及び保育所を中心とした地域の子育て支援拠点では、

地域における乳幼児親子の交流などを通じた友だちづくりや子育てに関

する情報提供を進めます。 

 

主な取り組み 

・子育て支援センターの運営 

・ファミリー・サポート・センターの運営 

・病児・緊急時の預かりの実施（緊急サポートセンター） 

 

  指 標 

項 目 市立子育て支援センターの事業参加者数 

現状値 13,137 人（平成 27 年度） 

目標値 16,000 人（平成 32 年度） 
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（５）保育環境の充実（保育課） 

 

①女性の社会進出や多様な就労形態などにより、増加し続ける保育ニーズ

に対応するため、保育環境や保育所の整備を進め、待機児童の解消に向

けて取り組みます。 

 

②保育士不足を解消し、保育所が安定した運営を行えるよう、ハローワーク

との共催による就労支援や民間保育所が行う宿舎借り上げ事業への補助

などに取り組みます。 

 

③多様化する保育ニーズに対応するため、一時預かり事業、休日保育事業、

病児・病後児保育事業などの充実や認定こども園の整備に努めます。 

 

 主な取り組み 

・保育所（園）・認定こども園の整備 

・民間保育所等の運営助成 

・病児・病後児保育事業への助成 

・公立保育所への防犯カメラの設置 

 

  指 標 

項 目 保育所待機児童数 

現状値 36 人（平成 28 年 4 月 1 日） 

目標値 0 人（平成 33 年 4 月 1 日） 

 

 

（６）放課後児童の健全育成（保育課） 

 

①入室児童の増加や利用者ニーズを踏まえ、放課後児童クラブの施設環境

と運営内容の充実に努め、引き続き待機児童ゼロを維持します。 

 

 主な取り組み 

・指定管理者制度による放課後児童クラブの管理運営 

・つるせ台放課後児童クラブの入室児童増加に伴う施設建設 

 

  指 標 

項 目 放課後児童クラブ待機児童数 

現状値 0 人（平成 28 年 4 月 1 日） 

目標値 0 人（平成 33 年 4 月 1 日） 
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（７）子育て親子の健康支援（健康増進センター） 

 

①妊娠・出産から乳幼児期に至るまで、母親の健康な生活と乳幼児の健や 

かな発育・発達を促すため、妊婦健診費用に対する助成、乳幼児健診・相

談の充実や食育の推進に努めます。 

 

②出産・育児の不安などの解消のため、産前・産後における相談支援やサ

ポート体制の強化に併せ、交流事業の充実を図ります。 

 

③地域医療機関などとの連携や母子保健推進員の地域活動などにより、子

育て親子の健やかな生活を支援します。 

 

 主な取り組み 

・乳幼児健康診査と相談、フォロー教室の実施 

・妊婦健康診査費用の助成 

・母子保健推進員による乳児家庭訪問と地域活動支援 

 

  指 標 

項 目 妊婦健診利用件数 

現状値 22,911 件（平成 27 年度） 

目標値 23,800 件（平成 32 年度） 

  

項 目 乳児家庭訪問率 

現状値 88.8%（平成 27 年度） 880 人／991 人（家庭数） 

目標値 91.0%（平成 31 年度） 
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（８）児童相談の充実（障がい福祉課） 

 

①子どもの発育・発達、養育などの不安や悩みに対応するため、家庭児童

相談員による相談体制の充実や、臨床心理士、言語聴覚士などによる専

門相談、専門医による診断・指導など、支援体制の充実に努めます。 

 

②児童虐待の予防、早期発見・早期対応などに向けて、子育てに対する相談

体制の充実、広報などによる周知を行うとともに、子どもを守る地域協議 

会などによる情報共有・連携の強化に努めます。 

 

 主な取り組み 

・家庭児童相談室の運営 

・養育支援訪問の実施 

・子どもを守る地域協議会の体制の充実 

 

 

（９）子どもの貧困対策の総合的な推進（子育て支援課） 

 

①夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指し、子どもの貧困対

策を総合的に推進します。 

 

②生まれ育った環境に左右されず、貧困が世代を超えて連鎖することのな

いよう、生活・学び・仕事などの環境整備に努めます。 

 

③子どもの発達・成長段階に応じて切れ目なく「つなぎ」、教育と福祉を「つ

なぎ」、民間企業、町会・自治会、ＮＰＯ法人、行政などを「つなぐ」地

域ネットワークを形成して支援を行います。 

 

 主な取り組み 

・富士見市子どもの貧困対策整備計画の推進 

・子どもの貧困対策に取り組む体制の構築 

・貧困家庭の子ども、保護者への支援 
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第２節 子どもの教育の充実 

 

１．施策の方向性 

一人ひとりの子どもが豊かな心や生きる力を育めるよう、基礎的・基本的な

知識と技能の習得や体力の向上に取り組むとともに、心の教育を充実します。

また、学校・家庭・地域との連携を深めながら、地域の教育力を高め、地域で

の子どもの教育の推進に努めます。 

障がいのある子どもの個々の可能性や能力を伸ばすための教育を充実し、自

立のための能力形成を目指して、社会参加や交流教育を推進します。 

子どもが安全・安心で快適な教育環境のもとで学習できるよう、学校施設・

設備の計画的な整備や地域と連携した防犯体制の整備に努めます。 

 

２.現状と課題  

①児童生徒一人ひとりが、自分で考え、判断し、行動するとともに、生命を

大切にし、人を思いやり、個性を尊重するため、教育活動全体を通じて心

の教育を推進することが大切です。 

 

②グローバル化やＩＣＴの一層の進展に伴い、地域独自の歴史や文化の魅力

を発信できる人づくりを推進するため、ふるさと富士見への愛着を育む学

習機会の充実が求められています。 

 

③社会環境が急激に変化している中、児童生徒一人ひとりが将来に対する目

的意識を高め、主体的に生きる力を育成することが求められています。 

  

④各学校が地域の教育力を活かしながら、創意工夫により特色ある教育活動

に取り組んでいます。 

 

⑤学校応援団の活動を通じて、学校・家庭・地域が一体となった教育活動を

充実させるとともに、家庭・地域の教育力の向上を目指しています。 

 

⑥スムーズに学校生活へ適応できるよう、小 1 プロブレムや中 1 ギャップの

解消に取り組むことが求められています。 

 

⑦子どもたちの学ぶ力や生きる力を育み、地域で地域の子どもたちを育てる

子ども大学☆ふじみに取り組んでいます。 

 

⑧富士見市いじめ防止条例や富士見市いじめ防止基本方針に基づき、いじめ

の防止に取り組んでいます。 
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⑨子どもたちが安心して通える学校づくりや不登校児童生徒に対するきめ細

かな支援など、学校・教育相談室・家庭が連携した教育相談体制を充実し

ていくことが大切です。 

 

⑩安全・安心な教育環境を確保するため、学校施設の耐震化工事を実施しま

した。現在は、ガラスの飛散防止対策など、非構造部材の耐震化に取り組

んでいます。 

 

⑪快適な教育環境を確保するため、大規模改造工事とトイレ改修工事などに

ついて、計画的に工事を進めています。 

 

３.施策の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

(1)教育内容の充実        

(9)教育相談体制の充実      

(11)学校給食の充実        

(10)不登校児童生徒の支援     

(12)学校施設・備品の充実     

(13)幼児教育・高校入学などの支援  

(2)学力の向上          

(3)心の教育の充実        

(4)特別支援教育の推進      

(7)教職員の資質向上       

(6)安全・安心な教育環境の整備  

(5)学校・家庭・地域が一体となった教

育の推進           

(8)大学との教育連携       

子どもの教育の充実 
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４.施策の内容 

 

（１）教育内容の充実（教育政策課、学校教育課） 

 

①小・中学校 9 年間の学びと育ちの連続性を重視した小中連携・一貫教育

を展開し、児童生徒の学力の向上や「中 1 ギャップ」の解消に取り組み

ます。 

 

②栄養教諭・学校栄養職員などとの連携による「食育・食に関する指導」

を推進します。 

 

③児童生徒が外国語を用いてお互いの気持ちや考えを伝え合うなど、主体

的に外国語でコミュニケーションを図る活動を充実させる授業を推進し

ます。 

 

④自他を大切にする思いやりの心を育成するとともに、自他を尊重するた

めの実践力を育む人権教育を充実します。 

 

⑤富士見市いじめ防止基本方針に基づき、「いじめのない学校づくり子ども

会議」を実施するなど、いじめの防止に取り組みます。 

 

⑥ＩＣＴを活用し、児童生徒が主体的に情報の収集・活用・発信ができる

情報教育や環境教育、ボランティア・福祉教育など、時代の進展に対応

する教育を推進します。 

 

⑦学校における「読書センター」、「情報センター」として、児童生徒が調べ

学習や読書の楽しさを学ぶことのできる学校図書館の充実を図ります。 
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主な取り組み 

・教育振興基本計画の推進 

・小・中学校が互いに交流することを通じ、円滑な接続と系統的な教育

を行う連携・一貫教育の実践 

・中 1 ギャップ解消に向けた、小中連携支援シートの作成・活用 

・小学校における英語の教科化に対応した英語指導助手（ＡＥＴ）配置

の充実 

・イングリッシュサマーキャンプの実施 

・いじめ防止対策の推進 

・各学校にタブレットＰＣを整備 

・中央図書館及び図書館分館司書と司書教諭及び読書推進支援員の連 

携充実 

 

   指 標 

項 目 全国学力・学習状況調査における読書が好きな児童生徒の割合 

現状値 
小学校：67.6％／全国 72.8％（平成 27 年度） 

中学校：70.1％／全国 68.0％（平成 27 年度） 

目標値 
小学校：72.0％（平成 32 年度） 

中学校：74.0％（平成 32 年度） 

    

項 目 小学校 5・6 年生１学級あたりのＡＥＴの活動時間 

現状値 年間 35 時間のうち 26.3 時間（平成 27 年度） 

目標値 年間 35 時間のうち 35 時間 （平成 32 年度） 
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（２）学力の向上（学校教育課） 

 

①児童生徒一人ひとりが基礎的・基本的な知識や技能を身につけ、これら

を活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力などの

能力を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養うよう努めます。 

 

②児童生徒一人ひとりが主体的に学習に取り組めるよう、小学校の「基礎

学力定着支援員」や「中学校学習支援員」、「少人数指導加配教員」など

を配置し、わかる授業の実践に努めるとともに、個に応じた指導を充実

します。 

 

③全国学力・学習状況調査、埼玉県学力・学習状況調査を通して、確かな

学力の育成を図ります。 

 

主な取り組み 

・アクティブ・ラーニングを活用した授業改善 

・基礎学力向上のため、基礎学力定着支援員、中学校学習支援員、少人

数指導加配教員、小学校理科支援員などの配置 

・全国学力・学習状況調査結果、埼玉県学力・学習状況調査結果の分析・

検証に基づく学力向上策の実施 

 

  指 標 

項 目 
全国学力・学習状況調査 

国語・算数、数学（知識問題）平均正答率 

現状値 

市平均 全国平均      市平均 全国平均 

小学校国語 66.7％／70.0％ 小学校算数 70.9％／75.2％ 

中学校国語 73.1％／75.8％ 中学校数学 62.5％／64.4％ 

（平成 27 年度） 

目標値 各科目とも全国平均を上回る（平成 32 年度） 
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（３）心の教育の充実（学校教育課、教育相談室） 

 

①思いやりの心や他人と協調する心、規範意識などを育むため、道徳授業

や地域の人材などを活かした多様な体験活動など、教育活動全体を通し

て「豊かな心の教育」を充実します。 

 

②児童生徒の健全な人間関係づくりを推進するため、ピア・サポート活動

を取り入れるなど、生徒指導に取り組み、いじめの未然防止に努めます。 

 

主な取り組み 

・学校ファームや福祉・ボランティア体験、職業体験などの活動の充実 

・ピア・サポート活動の実施 

 

 

（４）特別支援教育の推進（学校教育課） 

 

①児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握するとともに、特別支援学校

のセンター的機能を発揮し、特別支援学級、発達障がい・情緒障がい通

級指導教室、難聴・言語障がい通級指導教室の教育活動の充実に努めま

す。また、すこやか支援員などを配置し、児童生徒一人ひとりへの適切

な指導・支援を充実します。 

 

主な取り組み 

・すこやか支援員の配置 

・通級指導教室における指導・支援の充実 

・特別支援教育推進プロジェクトチームによる学校支援 
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（５）学校・家庭・地域が一体となった教育の推進 

（生涯学習課、学校教育課、公民館） 

 

①学校公開日や学校・学級通信の発行、教育研究活動の公開などにより、

保護者をはじめとする地域住民と情報の共有を推進し、地域に開かれた

学校運営を進めます。 

 

②学校応援団活動を推進し、経験豊かな市民の知識や技能を活用すること

により、学校・家庭・地域が一体となった教育活動を充実します。 

 

③各学校に設置している学校運営支援者協議会を活用し、家庭や地域の教

育力を活かした「特色ある学校づくり」、保護者や地域の声を取り入れた

「開かれた学校づくり」を推進します。 

 

④大学、青少年関係団体、地域団体などが連携し運営している子ども大学

☆ふじみの活動の充実に取り組みます。また、実行委員会の支援に取り

組みます。 

 

主な取り組み 

・学校応援団活動や学校運営支援者協議会の充実 

・子ども大学☆ふじみの開校 

・戦争体験市民派遣事業など公民館事業の実施 

 

  指 標 

項 目 
全国学力・学習状況調査における児童生徒の地域の行事に参

加している割合 

現状値 
小学校 58.8％（平成 27 年度） 

中学校 33.0％（平成 27 年度） 

目標値 
小学校 61.0％（平成 32 年度） 

中学校 37.0％（平成 32 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

第１章 未来を担う子どもを育み、育ちあう人のまち 

- 19 - 

 

（６）安全・安心な教育環境の整備（学校教育課） 

 

①児童生徒の安全を確保し、安心して学べる教育環境づくりのため、通学

路点検の実施、スクールガードアドバイザーやスクールガードの配置、

青色パトロールカーの巡回などにより、学校と家庭・地域が連携・協力

し一体となった防犯体制の充実に努めます。 

 

主な取り組み 

・スクールガードによる子どもの見守り活動の充実 

・竜巻避難訓練の実施 

・通学路安全総点検の実施 

 

  指 標 

項 目 スクールガード活動人数 

現状値 1,698 人（平成 27 年度） 

目標値 2,000 人（平成 32 年度） 

 

 

（７）教職員の資質向上（学校教育課） 

 

①学校研究や共同・個人研究、各種研修会など、教職員の資質・能力の向

上に取り組み、学校の活性化と教育力の向上・充実を図ります。 

 

主な取り組み 

・教育課題研究委嘱校への補助 

・水泳指導技術向上のための教員スキルアップ研修の実施 

・英語指導力ブラッシュアップ研修の実施 

・アクティブ・ラーニング研修の実施 
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（８）大学との教育連携（生涯学習課、学校教育課） 

 

①教育実習、スクールボランティアなどを通して、大学と各学校の連携を

推進し、学校教育の充実を図ります。 

 

②子ども大学☆ふじみなどの活動を充実させるため、大学との連携を進め

ます。 

 

主な取り組み 

・教育実習生の受け入れ 

・スクールボランティアの活用 

・子ども大学☆ふじみ、子どもスポーツ大学☆ふじみの開校 

 

 

（９）教育相談体制の充実（教育相談室） 

 

①心豊かな生活を送れるよう、児童生徒、保護者や教員などの教育相談を

充実します。 

 

②教育相談に関する調査・研究、教職員への研修を推進します。 

 

③講演会などを通して教育相談の趣旨の啓発に取り組み、家庭教育の向上

を支援します。 

 

主な取り組み 

・就学相談や言語相談などの教育相談の実施 

・教職員対象の研修会の開催 

・家庭教育の向上を支援するための講演会の開催 

・スクールソーシャルワーカーの充実 

 

  指 標 

項 目 相談対応解消率 

現状値 53.5％（平成 27 年度） 

目標値 57.0％（平成 32 年度） 
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（10）不登校児童生徒の支援（教育相談室） 

 

①児童生徒が不登校にならないようにするため、幼稚園・保育所(園)・小

学校・中学校の連携の強化や就学相談などにより、一人ひとりの児童生

徒に応じた支援などの充実を図ります。 

 

②不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立に向けて、各学校や家庭と連携

し、通室生指導員による集団生活への適応指導や、基礎学力の定着の取

り組みを進めます。 

 

主な取り組み 

・学校教育相談・不登校児童生徒対応推進委員会の開催 

・学校復帰をめざした適応指導教室「あすなろ」の支援の充実 

・中 1 ギャップ解消に向けた、小中連携支援シート作成・活用 

・スクールソーシャルワーカーの充実 

 

  指 標 

項 目 不登校児童生徒の割合 

現状値 
小学校 0.39％（平成 27 年度） 

中学校 2.72％（平成 27 年度） 

目標値 
小学校 0.15％（平成 32 年度） 

中学校 1.85％（平成 32 年度）  

 

項 目 適応指導教室利用児童生徒の学校復帰率 

現状値 学校復帰率 75.0％（平成 27 年度） 

目標値 学校復帰率 85.0％（平成 32 年度） 
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（11）学校給食の充実（学校給食センター） 

 

①安全でおいしい給食を提供するため、地場産品の利用拡大や食材の選定に

努めるとともに、食育を推進し、児童生徒の健やかな成長を促進します。 

 

②安全で衛生的な調理環境の維持向上を図るため、設備の計画的な更新及

び修繕を進めます。 

 

③保護者、学校、給食センターが、食物アレルギー対応について、連携し

て取り組みます。 

 

主な取り組み 

・市内産農産物を活用した食育の推進 

・給食で子どもたちが提案した「苦手野菜克服メニュー」の提供 

・女子栄養大学と共同開発した、旬の市内産農産物を活用した学校給食

メニューの提供 

・施設設備の修繕・更新 

 

  指 標 

項 目 学校給食センターにおける市内産農産物利用率（重量べース） 

現状値 43.7％（平成 27 年度） 

目標値 45.0％（平成 32 年度） 
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（12）学校施設・備品の充実（教育政策課、学校教育課） 

 

①学校施設の安全性と快適な施設環境を整えるため、非構造部材の耐震化や

トイレの洋式化、大規模改修工事などを計画的に進めます。 

 

②教育効果の向上と豊かな教育環境を整えるため、計画的な教材備品などの

充実に努めます。 

 

主な取り組み 

・校舎や体育館の大規模改修工事の実施 

・音楽教材や体育教材など教材備品の充実 

 

  指 標 

項 目 校舎トイレ改修実施校数 

現状値 9 校/17 校（平成 27 年度） 

目標値 15 校/17 校（平成 32 年度） 

 

 

（13）幼児教育・高校入学などの支援 

（子育て支援課、教育政策課、学校教育課） 

 

①小学校と幼稚園、保育所との連携を強化し、情報の共有などにより幼児

期から低学年におけるきめ細かな指導・支援の充実を図り、小１プロブ

レムの解消に努めます。 

 

②幼稚園などへの就園に対する補助を継続します。 

 

③高校・短大・大学などへの入学に際して、経済的負担を軽減し、教育機

会の均等を図ります。 

 

主な取り組み 

・幼稚園等就園奨励費補助金の支給 

・高等学校・大学等入学準備金の利子補給金の交付 
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第３節 青少年の健全育成支援 

 

１．施策の方向性 

豊かな人間性と自主性を持った青少年を育成するため、家庭や学校をはじめ

とした地域全体で青少年の居場所づくりや団体活動に対する支援に取り組むと

ともに、青少年の社会参加を促し、健全育成を推進します。 

 

２.現状と課題 

①問題行動の低年齢化などを踏まえ、青少年を取り巻く環境に関する学習機

会の提供など健全育成の啓発が大切です。 

 

②青少年が地域の一員であることの自覚を促すため、ボランティア活動や地

域行事などに参加することや、その活動が地域で受け入れられることが必

要です。 

 

③青少年育成市民会議をはじめとする青少年関係団体などと連携し、青少年

の健全育成や環境浄化活動などを行っています。 

 

④地域子ども教室は、小学校区ごとに設置され、地域の状況に応じた取り組

みを行っています。 

 

⑤児童館では、乳幼児親子や小学生を対象に、季節行事や「あそびの学校」

などの各種事業を実施しています。また、中学生・高校生の居場所づくり

として夜間開館を行っています。 

 

⑥富士見市いじめ防止条例などに基づき、学校・地域・家庭を含めた市全体

でいじめ問題に取り組み、早期発見、未然防止に努めるとともに、さらに

周知・啓発に取り組むことが必要です。 

 

 ⑦ひきこもりや無業状態などによる生活困窮やさまざまな困難を抱えている

若者への支援が必要となっています。 
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３.施策の体系図 

 
 

 

４.施策の内容 

 

（１）青少年関係団体の育成支援（子育て支援課、生涯学習課） 

 

①青少年の健全育成を目指し、青少年育成市民会議や青少年相談員協議会

などとの連携を進めます。 

 

②地域子ども教室運営委員会や子ども会育成会などの円滑な活動に向けた

支援を行います。 

 

③地域子ども教室の活動内容の充実のため、研修会の開催など、コーディ

ネーターや教育活動サポーターなどの担い手確保に向けて取り組むとと

もに、地域団体や市民と連携し、運営体制の強化に取り組みます。 

 

主な取り組み 

・地域こども教室の支援 

・青少年関係団体への活動支援 

 

  指 標 

項 目 地域子ども教室参加児童数 

現状値 14,050 人（平成 27 年度） 

目標値 15,200 人（平成 32 年度） 

  

項 目 地域子ども教室ボランティア参加者数 

現状値 3,154 人（平成 27 年度） 

目標値 3,300 人（平成 32 年度） 

 

 

 

(1)青少年関係団体の育成支援    

(2)青少年の自主的な活動に対する支援  

青少年の健全育成支援 

(3)いじめ防止対策の推進  

(4)子ども・若者への支援  
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（２）青少年の自主的な活動に対する支援 

（交流センター、保育課、生涯学習課、公民館） 

 

①青少年が社会の構成員であることや郷土意識を育てるために、児童館や

公民館、交流センターにおいて、青少年対象事業に企画段階から参加す

る機会の充実に取り組みます。 

 

②青少年が自主的に活動できるような環境づくりや、青少年関係団体の円

滑な運営に向けた支援を行います。 

 

③地域の拠点として中学生・高校生の交流、活動の場となるよう、児童館

において健全な青少年の居場所づくりを推進します。また、児童館を中

心としたボランティア活動に広く青少年が参加できるよう支援に努めま

す。 

 

主な取り組み 

・子どもフェスティバルの開催 

・成人式の開催 

・指定管理者制度による関沢、諏訪、ふじみ野児童館の管理運営 

・児童館の夜間開館の実施 

 

  指 標 

項 目 児童館施設の利用者満足度（児童館利用者アンケート） 

現状値 95.5％（平成 27 年度） 

目標値 99.0％（平成 32 年度） 

 

項 目 児童館利用者数 

現状値 84,121 人（平成 27 年度） 

目標値 102,900 人（平成 32 年度） 
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（３）いじめ防止対策の推進（子育て支援課） 

 

①富士見市いじめ防止条例の周知・啓発に努め、いじめ防止サポーター  

制度の普及に努めます。 

 

②いじめ問題は、子どもの人権問題と捉え、「子どもの権利条約」とともに、

周知・啓発していきます。 

 

主な取り組み 

・いじめ防止サポーター制度の普及 

 

  指 標 

項 目 いじめ防止サポーター数（累計） 

現状値 161 事業所 34 団体（平成 27 年度） 

目標値 211 事業所 84 団体（平成 32 年度） 

 

 

（４）子ども・若者への支援（子育て支援課） 

 

①子ども・若者たちが、自らの能力を発揮し、地域や社会で生きいきと活躍

できるよう、学び直しや社会参加できる仕組みづくりを進めます。 

 

主な取り組み 

・子ども・若者へのサポート体制の検討 
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